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R8.4.1

学校開放時に以下の事態が起きた場合は，速やかにご連絡ください。

 １．児童生徒の事故

 ２．施設・備品等の破損

 ３．その他緊急を要する事態の発生
 

  ※生涯学習課への連絡と併せて，学校（職員室）に先生がいる場合は，直接事故等の報告をしてください。

  ※施設の破損等については，利用団体の責任において復旧していただきます。
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